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令和7年1月30日（木）まで

中学３年生・高校３年生等のお子さんがいる一定所得以下のご世帯へ、学習塾等受講料、高校・大学等受験料の貸付（無利子）
を行っています。

高校・大学等に入学した場合
返済が免除されます。
詳細はお気軽にお問合せください。

　小金井市社協では令和６年能登半島地震（令和6年1月1日16時10分発生）で被害を受けた石川県内灘町へ、東京都社
会福祉協議会からの支援要請により令和６年３月７日（木）～１３日（水）までの間、災害ボランティアセンターの運営支援
を行いました。
　今回の支援活動では、東京都から内灘町に港区、足立区、小金井市の３区市の社協から職員が派遣されました。
　石川県河北郡内灘町は県の中央にあり、金沢市の北西に位置する人口25,000人程の海沿いのまち、砂丘のまちです。

令和6年能登半島地震内灘町社協
災害ボランティアセンター運営支援

　被災地の様子は、液状化や地面の隆起などの被害が多く、土砂があふれている状況で、建築物応急危険判定では4割近い家屋が「危
険」判定され、民家や商店等が大きな被害を受けていました。

　そのような状況の中、今回行った内容は主に、ボランティアに来て欲しいという方の受付やその依頼内容とボランティアのマッチング
や被災者から家具搬出等のニーズを受け、被災者宅に地域の民生委員・児童委員と共に訪問し、実際に被災している家屋や宅地の状
況の確認や被災者が希望する具体的な支援活動内容を聞き取り、実際の活動日の調整をするための現地調査を行いました。

　現在では多くの方々のおかげで、被災当初に比べ、土砂出し、ガレキ撤去などのボランティアは収束傾向にあるようですが、今後も被
災された方々へ長期にわたっての支援活動は続きます。
　この度の能登半島地震による被害のお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興・復旧を心からお祈りいたします。

職 員 派 遣 報 告

将来の自立に向けて意欲的に取り組むこどもたちが高校
や大学への進学を目指し、受験に挑戦することを支援する
東京都独自の事業です。

受験生チャレンジ支援貸付事業

【貸付限度額】

【申込・問合先】

受チャレサイトやお電話で対象要件をご確認ください。

ご利用ください 福祉総合相談窓口 Koganei-jiritsu@joy.ocn.ne.jp
☎ 042-386-0295

◆福祉総合相談（生活困窮者自立相談を含む）
　生活の困りごとや不安を抱えている場合は、まずはご相談ください。
　適切な支援を一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら就労、居住
などの自立に向けた支援を行います。
　複合的な課題については、関係機関と連携して包括的な支援を行います。

〈住居確保給付金の支給（家賃補助）〉
　離職や休業等に伴う収入の減少により、住居を失った方または失うおそれのある方
に、原則３か月間（最長９か月間）、家賃相当額(上限あり)を支給します。
　収入基準額等の支給要件があります。

〈家計改善支援〉
　日常のお金の使い方の見直しや、収支のバランスなどについてアドバイスをし、安定し
た家計管理が行えるように支援します。
　要件に該当する場合は、公的制度や貸付など他制度も紹介します。

〈就労準備支援〉
　社会との関わりに不安がある等、すぐに就労が困難な方への社会参加プログラムを提
供します。

〈地域活動支援〉
　地域共生社会の実現に向け、地域の資源との連携やネットワークづくりなどの地域活
動を支援します。

◆居住支援相談窓口
　住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、子育て世帯等)が住まいを探すための支援を目的
として開設しました。住まいが見つからずにお困りの方など、住まい探しに関する相談が
あればお気軽にご相談ください。

主な事業内容

毎月第2火曜日　10:00 ～12:00

無料（要予約）
小金井市社会福祉協議会2階会議室

10名

福祉総合相談窓口

毎月第１火曜日　15:00 ～17:00

無料（初回のみ　要予約）
小金井市社会福祉協議会２階会議室

ひきこもりがちな方、不登校を経験した方、生きづらさを感じている方

福祉総合相談窓口

ひきこもりで悩む家族が集う場所居場所プロジェクト in KOGANEI
　ひきこもりがちな家族がいる方の集う場所です。
　同じ悩みを共有し、気持ちを軽くすることを目的とし、
開催しています。お気軽にご参加ください。

　１か月に１度、２時間ですが、自由に話したり、聞いたり、同じ空間で過ごす居場
所です。
　市内・市外問わず、年齢も問わず、当事者だったらどなたでも参加できます。

小金井市社協では、地域・企業にご協力を頂いて、社会参加の取り組
みの一環として以下の活動を行っています。活動を通して、次のス
テップを踏み出していけるよう応援します！

申込・問合先

福祉総合相談窓口
☎042-386-0295　小金井市本町5-36-17

申込・問合先

メール

と　き
対　象
参加費
ところ
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と　き
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参加費
ところ

申込・問合先

参加者募集参加者募集
小金井市権利擁護センター「生活支援員・市民後見人養成講座」
　生活支援員は、認知症高齢者等、判断能力の不十分な方のための福祉サービス利用の手続きや、
日常金銭の出し入れなどをサポートする登録制の職員です。支援にあたっては報酬がでます。
　生活支援員・市民後見人を養成する講座になります。市民後見人を目指す方も、ぜひご参加ください。
　なお、市民後見人を目指す方は「７市合同市民後見人養成講習」の受講が必要となります。別途、お問合せください。

定　員

参加費

15名 申込順

無料
申込・問合先 ☎042-386-0121

令和６年度カリキュラム

社会につながる第一歩、
　　　一緒にお手伝いします。

働くのが不安… ひきこもりがち

こんなお悩みありませんか？
・ひきこもりがちな方
・コミュニケーションに自信がない方
・社会との関わりに不安がある　他

♦農園ボランティア
　５月～１0月（夏季はお休み）午前中に一時間ほど東町にある農園にご協力を頂いて、収穫
のお手伝い、草むしりなどをしています。体力を使うこともありますが、気分がリフレッシュす
ると参加者の方から好評です。
♦高齢者施設敷地内の清掃作業　（綜合ヘルス・ケア株式会社）
　市内の高齢者施設（小金井ヘルス・ケア・マンション、小金井パーク・ヴィラ、ヘルス・ケア・
ヴィラ小金井公園）で月に2回、一時間程度の敷地内整備作業（草むしり、清掃作業、落ち葉
拾い他）の作業に参加してみませんか。施設は3か所、玉川上水や小金井公園が近く、静かで
緑多い場所にあります。
♦お寺の草むしり・環境整備作業　（三光院）
　市内の静かな尼寺で、月に一度境内の草むしり、環境整備作業を行っています。
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8月29日
（木）

8月28日
（水）

8月27日
（火）

８月30日
（金）

ところ

小金井市社会福祉協議会
2階会議室

講義内容
・はじめに
①権利擁護の意義
～成年後見制度と地域福祉権利擁護事業を通して～
②地域福祉権利擁護事業とは

認知症高齢者の理解と対応
精神障害者の理解と対応
対人援助の方法
知的障害者の理解と対応
生活保護制度の理解
①生活支援員の役割と具体的業務
②生活支援員の具体的な活動
③小金井市権利擁護センターにおける生活支援員の支援内容

10:00～12:00

13:30～15:30
10:00～12:00
13:30～15:30
10:00～12:00
13:30～15:30

10:00～12:30

・就労支援、ボランティアの受け入れにご協力いただける事業所・団体を募集しています。
事業の問合せや相談は下記までお気軽にお電話ください。

[ 協力事業所・団体募集 ]


